
1

令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金について
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主催



令和7年度男女間賃金格差改善促進奨励金について

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 及び 男女の賃金の差
異を公表するとともに、働く女性が活躍できる職場づくりに取り組む事業者
に対して奨励金を支給することで、女性従業員の処遇向上や賃金の引上
げを後押しします。
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セミナー
受講 支給申請 ・取組の実施

・専門家の派遣
奨励金
支給
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対象となる事業者について



対象となる事業者について
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1.本社または主たる事業所が東京都内にあること

2.常時雇用する労働者の数が300人以下であること

ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、

かつ、雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。

3.取組の対象とする雇用管理区分の女性の割合が

４割を下回っていること（加算対象の取組を除く(P.８参照)）

※その他要件あり。詳細は募集要項（P.１）を参照



対象となる事業者について
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1.本社または主たる事業所が

東京都内にあること



対象となる事業者について
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2.常時雇用する労働者の数が
300人以下であること
ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、
かつ、雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。
常時雇用する労働者とは・・・
雇用契約の形態を問わず、以下のア又はイのいずれかに該当する方

ア 期間の定めなく雇用されている方
イ 一定の期間を定めて雇用されている方で、過去１年以上の期間について引き続き
雇用されている方又は雇入れの時から１年以上引き続き雇用されると見込まれる方



対象となる事業者について

（A）女性管理職の増加

（B）役職手当の支給対象の女性従業員の増加

（C）短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な

役職（管理職含む）の新設

（D）加算要件 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入

3.取組の対象とする雇用管理区分の
女性の割合が４割を下回っていること

※取組（D）は除く下記A~Cの取組を行う場合
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事業の流れについて



事業の流れについて
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第１回申請回を例として
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事業の流れについて 申請回ごとのスケジュール
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実績報告締切実施期間支給申請締切

令和8年2月28日(土)令和7年8月1日(金)から令和8年1月31日(土)令和6年6月30日(月)まで第1回

令和8年4月30日(木)令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)令和7年8月31日(日)まで第2回

令和8年6月30日(火)令和7年12月1日(月)から令和8年5月31日(日)令和7年10月31日(金)まで第3回

令和8年8月31日(月)令和8年2月1日(日)から7月31日(金)令和7年12月31日(水)まで第4回

令和8年10月31日(土)令和8年4月1日(水)から9月30日(水)令和8年2月28日(土)まで第5回

令和8年12月31日(木)令和8年6月1日(月)から11月30日(月)令和8年4月30日(木)まで第6回

各回のスケジュールについては、募集要項P.３を必ずご確認ください。

今ココ



申請書類についての留意点
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・就業規則の提出が必要

⇒規模9人以下の場合、労働基準法上、就業規則の作成届出の

義務はないのですが、本事業に参加していただくためには、

支給申請時までに、就業規則の作成及び労働基準監督署への

届出が必要となります。



13

取組内容について



取組内容について
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１．実施期間中にA～Cの取組を新たに１つ以上実施

２．女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画及び

男女の賃金差異を厚生労働省「女性の活躍推進企業データ

ベース」で公表

３．女性活躍推進法を踏まえた自社の取組方針等を啓発するため、

全ての従業員向けの社内研修を実施。

取組１

取組2

取組3

取組１～３
全て実施が必要
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取組１について
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１．実施期間中にA～Cの取組を新たに１つ以上実施
奨励金額取組内容

３０万円女性管理職の増加A
３０万円役職手当の支給対象の女性従業員の増加B
３０万円短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可

能な役職の新設
（1人以上女性がその役職に就任）

C

上記A～Cの取組に加え、下記Dを実施した場合に加算

１０万円加算短時間労働者などの非正規従業員の退職金制
度の導入

D

A～D全て実施で
合計100万円

取組１
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取組内容A～Dについて



取組内容について

17

１．実施期間中にA～Cの取組を新たに１つ以上実施
奨励金額取組内容

３０万円女性管理職の増加A
３０万円役職手当の支給対象の女性従業員の増加B
３０万円短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可

能な役職の新設
（1人以上女性がその役職に就任）

C

上記A～Cの取組に加え、下記Dを実施した場合に加算

１０万円加算短時間労働者などの非正規従業員の退職金制
度の導入

D

４割を下回っている



雇用管理区分について
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雇用管理区分とは
職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者についての区分であって、

当該区分に属している労働者と、他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを

予定して設定しているものをいいます。

（例:雇用形態別の場合）※１つの色ごとが１つの雇用管理区分

昇進異動職務雇用形態
上限無し全国転勤有全職務（課⾧級以上）管理職

上限無し全国転勤有全職務正社員
（役職手当有）

上限無し全国転勤有全業務正社員
（役職手当無）

昇進なし転勤無特定の業務パート社員



取組内容について（取組A～Dの説明）
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取組A 女性管理職の増加

例１）実施期間中に、退職した管理職のポストに、

新たに採用した女性の管理職を登用した。

（支給申請時） （実績報告時）

男性管理職:2名 男性管理職:1名

女性管理職:0名 女性管理職:1名

0名/2名＝0割

奨励金額
30万円

４割を下回っている 女性管理職が増えている



取組内容について（取組A～Dの説明）
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取組A 女性管理職の増加

例２）実施期間中に、管理職のポストに、新たに採用した

女性を管理職に追加登用した。

（支給申請時） （実績報告時）

男性管理職:2名 男性管理職:2名

女性管理職:0名 女性管理職:1名

0名/2名＝0割

奨励金額
30万円

４割を下回っている 女性管理職が増えている



取組内容について（取組A～Dの説明）
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取組A 女性管理職の増加

例３）実施期間中に、管理職のポストに、新たに採用した

女性を管理職に追加登用した。

（支給申請時） （実績報告時）

男性管理職:1名 男性管理職１名

女性管理職:1名 女性管理職２名

1名/2名＝5割

奨励金額
30万円

４割を下回っていない

この取組は
要件を満たさず
支給決定と
なりません



取組内容について（取組A～Dの説明）
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取組B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加

本事業における「役職手当」:非管理職の役職者に毎月支給する手当を指す

例１）実施期間中に、女性を係⾧に昇任させ、役職手当の支給対象となる

女性従業員を増やした。

（支給申請時） （実績報告時）

男性係⾧:2名 男性係⾧:2名

女性係⾧:1名 女性係⾧:2名

1名/3名＝3割3分

奨励金額
30万円

４割を下回っている 女性係⾧が増えている



取組内容について（取組A～Dの説明）
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取組C 短時間労働者などの非正規従業員でも
登用が可能な役職（管理職含む）の新設

（1人以上女性がその役職に就任）

例１）パート社員を統括するパートリーダーのポストを新たに設置し、

業務に精通しているパート社員の女性が当該ポストに就任した。

（支給申請時） （実績報告時）

男性役職者:4名

女性役職者:2名

2名/6名＝3割3分

奨励金額
30万円

４割を下回っている ポストの新設と就任

新しいポスト



取組内容について（取組A～Dの説明）
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留意点:A~Cの取組は女性従業員1名を複数の取組の対象とすることができません

認められない認められる取組内容

aさんaさん女性管理職の増加A

bさんbさん役職手当の支給対象の女性従業員の増加B

bさんcさん短時間労働者などの非正規従業員でも登用が
可能な役職の新設
（1人以上女性がその役職に就任）

C



取組内容について（取組A～Dの説明）
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取組D 短時間労働者などの非正規従業員の

退職金制度の導入

（対象となる非正規従業員に１人以上女性が在籍）
例1)実施期間中に正社員と同じ退職金制度を新たにパート社員にも適用する

こととし、就業規則の変更を労働基準監督署に届け出た。

例2)退職金制度がなかったため、実施期間中に、正社員にもパート社員にも
退職金制度を新規導入することを決め、就業規則の変更を
労働基準監督署に届け出た。

10万円
加算
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お問合せ先
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令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金 事務局

①支給申請に先立ち、事前のご相談が可能です
アンケート内の設問で「はい」を選択

②ホームページ内のお問い合わせフォーム

③電話:03-6633-3656（受付時間:平日9:00~17:00)

ココ



東京しごと財団からのお知らせ
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画面イメージ
【診断画面】 【結果表示画面】

 男女間の格差が生じている７つの分野（※）ごとに、
５問＋総合指標としての男女間賃金差異の計36問を設定
 トライアル版は16問を抜粋

トライアル版診断結果

本診断結果

 メイン版では各区分における自社の取組状況を同規模・同業他社の平均
値と比較し、偏差値として表示

ﾄﾗｲｱﾙ版

本診断版



画面イメージ



改善が必要な場合の具体的対策

①採用

【女性従業員の採用拡大】
◆女性にとって働きやすい職場の各種認定等取得（えるぼし等）

◆女性従業員割合の目標値設定

31



改善が必要な場合の具体的対策
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②継続就業
【女性従業員が継続して働ける環境整備】
◆両立支援に係るニーズの把握（社内アンケートやヒアリング）
◆制度整備（フレックスタイム制、在宅勤務制度、特別休暇等）

③働き方改革（⾧時間労働の是正等）
【よりよく働くことができる環境整備】
◆残業を減らす取組（目標値（残業時間）、ノー残業Day等）
◆有休を使いやすい制度の整備（時間単位有給制度、計画年休等）

④職場風土（性別役割分担意識等の解消）
【性別役割分担意識等を解消】
◆男女の取得割合の調査（短時間勤務、育業（育休））
◆調査やヒアリングの実施（セクハラやマタハラ）
◆研修の実施、ガイドブックの作成及び相談窓口の設置



改善が必要な場合の具体的対策
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⑥評価・登用
【女性従業員がキャリアアップを目指しやすい環境を整備】
◆管理職登用や昇進における、評価基準の見直し（転勤、残業等）

⑦再チャレンジが可能な職場
【従業員のキャリアアップや退職者の再チャレンジを促進】
◆職種等の転換を望む者にキャリアアップ機会の付与（研修等）

⑤配置・育成・教育訓練
【女性従業員の適正な配置や育成】
◆制度整備（育休等からの復帰を支援するメンター制度等）



本診断版でできること
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事前エントリー受付期間 令和8年2月27日（金）まで



事業内
スキルアップ助成金

事業外
スキルアップ助成金

ＤＸリスキリング
助成金

育業中
スキルアップ助成金

自社企画した研修が対象 教育機関等が実施する
研修が対象

社内のＤＸを目的とした
研修が対象

従業員が希望し、
育業中に受講する研修が対象

詳細はホームページを
ご覧ください⇒

申請期限:
令和8年2月28日
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＜お問合せ先＞
（公財）東京しごと財団 企業支援部
雇用環境整備課 育児支援担当係

０３－５２１１－２３９９

男性従業員の育業促進や、女性従業員の就業継続を推進する都内企業等を後押しします!

★詳しい要件等は、必ず募集要項をご確認ください★
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ご視聴いただきありがとうございました。


